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　川音川の洪水マップについて、県が出しているものは実態にそぐわないのではないかと感じる。神山には専門の人がいるので、デー
タを提供するなどしボランティアをお願いするなど、確認してもらえばよいのでは。

安全防災担当室
　ご提案ありがとうございます。一度ご相談させていただきます。なお、平成30年8月に神奈川県で新たに作成した浸水想定区域等を基に、現
在、11名の自主防災会長とハザードマップの内容について話し合いを行っています。その結果を基に、ハザードマップを令和2年2月に各世帯へ
配布し、2月22日（土）に併せて説明会を実施する予定です。
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・町内にある神社として、寒田神社はある意味全国区であり、寄神社も６自治会にて運営・維持されているが、神山神社は、神山自治
会のみで守ろうとしている。
・神山神社においては、昭和のおわりに屋根補修を行って以来、大きな補修等は行っておらず劣化が進んでいる。
・医療等が進んだ現在においては、興味を示す方も少なくなっている状況。
・そのような中で、自治会では出来ないようなところを町にお願いできないかと考えている。
・例えば、ウォーキングコースの途中に神山神社も入れていただく等の知恵を出していただき、神山神社に少しでも注目してもらえる
ような取組をお願いしたい。
・少しでも神山神社が注目をしてもらえるようになれば、自治会の人たちの意識も高まるのでは考えている。
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・宗教という考え方よりも地域を守ってもらっているという考え方で、地域の人たちの意識を向上していきたい。
・多くの方に注目されることによって意識向上もより図れるのではないかと考えている。
・ウォーキングコースの一部としてもらって、その模様を広報等に載せていただけたら。
・神山神社で七五三等の行事をやったりとか、神山の地域が一丸となって、どうにかしないとというかたちにならないといけない。
・コミュニティ活動交付金の項目も、使える内容が決まってしまっている部分があり、活用が難しい。もう少し自由に使えるような内
容にしてもらえないか。
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・組長に色々なことを依頼しなければいけないが、少しでも負担を軽減させたい。
・協力金や会費については、自治会の会費を４月に徴収するので、町の外郭団体等（社会福祉協議会、観光協会、大名行列）のもの
も、４月にまとめてもらいたい。
・広報等については、広報まつだの発行が月１回になって感謝はしているが、月初の全戸配布が増え、一回の配付物の量がすごい量に
なっている。組長が配付するのに大変苦労をしている。是非、全戸配布するものを減らしていただきたい。基準を作るのは難しいと思
うが、しっかりと配付するものの内容を精査していただき、全戸配布する事業の選別をお願いしたい。

総務課
　協力金や会費については、各団体とも協議し自治会の負担の軽減を図られるよう調整してまいります。配布物については、片面の印刷物を他
のと一緒にし両面とすることや、なるべく回覧は１５日に配布するよう職員には周知をしています。今後は一層のＨＰの推進や配布時期を移行
させるなども考え自治会の負担軽減に努めてまいります。
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・町のスタンスとしては、持ち込まれたら配付物として、適否の判断は行っているのか。また行っているとしたらどのようなかたちで
行っているのか。
・基本的に今は、町として止めることはできない、やっていないということか。
・月初めの配付物の量が、ただ２倍になっただけのように感じている。そのような中で、配付物の中には同じような内容のものも多く
ある。直近のものだと韋駄天のチラシが２種類個別配付で入っていた。また、各戸に配るのも本当に大変であるが、数えなおしや個別
に分けていく作業も大変である。
・人によって必要な情報は違うと思う。また、町によっては、コンビニにお願いをして、チラシ等を置かしてもらっているところもあ
る。
・ちょい飲みも全戸配布とポスターで来ていたと思うが、あれも全戸配布でなく、ポスターならポスターだけでも良いと思う。
・全戸配布をして、皆さんがちゃんと見てくれていれば良いが、はたして皆が見てくれているのか。例を出せば、バスの時間につい
て、何カ月も続けてくるが、前のものはもう手元にないので、また変更があったのかとなってしまう。そういうことの精査も必要なの
かと思う。
・お年を召した方には、パソコン等というのも難しい部分があるので、先ほど話に出たコンビニに置いてもらう等の対応が必要ではな
いかと思うし、検討をしてほしい。やはりあの量を、高齢の方が運ぶというのは大変な労力であると思う。自転車での配付となると、
今の量では何回かに分けなければ、とてもじゃないけれども、運べないし危険である。そうなると車でということになるが、狭いとこ
ろには入れず、車を置いてそこまで運ばなければいけないので、若い人にやってもらいたいとの声がある。しかし、まだ働かれている
方々にとって、月２回の配付は難しく、なかなかお願いできるものではない。となると、やはりリタイアされた方となってしまう。そ
うなると高齢の人となってしまう現状がある。

総務課
　全てを自治会の皆様にお願いしているものではありませんが、現状より更に配布するか否かについての判断を吟味して周知徹底してまいりま
す。地域集会施設やコンビニを利用など自治会の皆様と話し合いながら進めていきます。
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・バスの時刻表の話があったが、神山経由寄行きのバスを絶対になくさないようにお願いしたい。神山も高齢者が多いため、２本でも
３本でも残せるようにお願いしたい。
・バスの利用の仕方としては、ここからバスに乗って駅まで行き、新松田駅から開成に行き、開成町のスーパーで買い物をして、ま
た、新松田駅からバスに乗って帰ってくるというふうに使っている。そのため、今回のスクールバスの活用についても、その辺りを考
慮していただけると大変ありがたい。
・スクールバスについて、利用された方の話を聞くと、使い勝手が悪かったと言っていた。
今回のスクールバスの活用の成果と今後の活用方法について伺いたい。
・もうひとつは、町が今福祉に力を入れていただいていて、介護保険を使っている人も県下で一番少ないということで、職員の方々の
尽力については、感謝をしている。ただ、災害を考えると、道路の整備を（神山神社のうえのお宅）、町で地権者と交渉をしてもらっ
て、進め、広げてほしい（要望）

政策推進課
福祉課

まちづくり課
教育課

<政策推進課>
　現在、平日のお昼頃に寄から新松田へ向かう便が１便のみ運行する状況となっていますが、町としては、皆様の生活の足である路線バスが少
しでも利用しやすい環境でありつづけるためにも、神山経由の他の路線の維持確保を含め、引き続き、路線バス事業者に働きかけてまいりま
す。公共交通機関をみんなで育てていくためには、継続して皆様にご利用いただくことが、事業者への働きかけになりますので、その維持、育
成のためにも、ご協力をよろしくお願いいたします。
<福祉課>
　スクールバスについては、新年度に再度、コースや時間を変え実施を予定しています。その際には事前の周知方法について、工夫をし、利用
促進を図ってまいります。
〈まちづくり課〉
　当該地は道路幅約２.３ｍの認定外道路のため整備する予定はありませんが、神奈川県により建築基準法の４２条２項道路に指定されており、
道路に隣接する地権者の土地利用に合わせ、道路後退部分の整備を検討します。
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・横断歩道について、陳情しなくても済むようにしてもらいたい。安全の話は第一優先にしてほしい。
・籠場橋の上流側の河川の中にある木の伐採を、現場をしっかり見ていただいて、お願いしたい。
・道路の舗装について、大和屋さんのところから入った道のアスファルトがめくれていて、歩きづらいので直していただきたい。もう
一か所、店屋場地域集会施設から富士急までの土手について、サイドが砂利になっており、車がくると歩行者、自転車がよけなければ
ならず危ない。現場を見ていただいて、検討をお願いしたい。

安全防災担当室
まちづくり課

<安全防災担当室>
　白線が薄くなっているような横断歩道については、松田警察署に対応していただくよう要望しています。町内で同一事例があれば、引き続き
対応していただくよう要望します。
<まちづくり課>
　河川にある雑木については、河床整理と併せ、神奈川県へ毎年要望しています。本年度は東名高速道路の川音川橋から上流約１５０ｍを予定
しており、今後も予算内での執行ということではありますが、引き続き、早急に対応していただくよう県へ依頼します。舗装の穴あき箇所につ
いては現場を確認し補修いたしました。今後も道路パトロールにて通行に支障をきたす損傷を発見した場合は舗装補修にて対応いたします。ま
た、店屋場地域集会施設から富士急までの土手の舗装については、現場を確認しまして、河川管理者の県西土木事務所に相談しましたところ、
堤防肩の保護のため舗装の許可は下りないとの回答を受けましたので、段差が大きい部分については必要に応じて砕石で補修いたします。
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令和元年度 地域座談会で寄せられた要望・意見・提案の対応方針等

【神山地域集会施設】神山自治会

要望等
受理年度

No テーマ 要望・意見・提案の内容 所管課

総務課
教育課

観光経済課

<総務課>
　コミュニティ交付金の活動支援費の中で、地域伝統芸能伝承支援として各保存会への支援などにお使いいただくことは可能です。
<教育課>
　神社の保存についは、全国的に課題となっている状況です。ただし、神社となると行政としての関わり方、政教分離という観点からも難しい
ところですが、自治会と連携し情報の提供や共有を図り取り組んでまいります。
<観光経済課>
　町の観光資源であるウォーキングコースは、松田山や寄地区を中心としたものが多くなっておりますが、広域（秦野市・大井町等）と連携す
るハイキングコースには、神山神社付近を通る設定もございます。今後、ハイキングガイド等で、神山神社に係る情報発信に取り組んでまいり
ます。
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対応方針等
要望等

受理年度
No テーマ 要望・意見・提案の内容 所管課
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・見守りの中でよくある話として、災害の話がよくあり不安の声が多い。災害の話でも今までは、地震の話が多かったが、やはり最近
は水害の話が多く、神山地域には高い避難所もない。そのことについて、町の方ではどのように考えているか。また、先日の台風の際
にも、町民文化センターを避難所として早めに開設いただいたが、そこまでの移動が大変で家にいる方もいる。
・神山下の方からは、避難所の幼稚園までの間に東名があり、その下を通らなければならないため、自分の家にいた方が安心かなとの
声がある。町としては、東名があるがどのように考えているか。
・もう一点、当地域の方々は、川音川の土手を通って、文久橋を渡り買い物や病院に行くが、その途中の土手にベンチがあったらとい
う声をよく聞くので、設置をお願いできたらと思う。

安全防災担当室
観光経済課

<安全防災担当室>
　平成30年8月に見直しされた浸水想定区域では、川音川からの越水により浸水する地区（神山・茶屋・店屋場・町屋）が大幅に見直しがありま
した。そのため、現在、自主防災会長との打合せにより洪水ハザードマップを作成しており、令和2年2月上旬に各世帯へ配布し、2月22日（土）
に併せて説明会を実施する予定です。
　町では、早めに避難ができるよう対応しているところですが、自身の身の安全を図るために自分で判断し、早めに避難をするようお願いをし
ています。万が一避難が遅れた場合には、自宅の2階へ避難するなど垂直避難をするようお願いしています。
　東名高速道路橋梁の耐震補強については、中日本高速道路㈱により令和3年度に完了する計画です。地震の場合の避難所は松田幼稚園になって
いますが、最悪を想定した場合など、大井町内のビオトピアやミマスモールなどへ避難できるよう調整して参ります。
　町では、いつどのような災害が発生するのか判断ができないため、発災後の状況を判断し情報を発信します。
　避難所と広域避難場所の違い
　　広域避難場所：地震災害など、地域全体の被害が大きくなる恐れがある場合や、火災により地域全体が延焼拡大する危険性がある場合
　　　　　　　　　などに避難する場所です。（1次避難）
　　避難所：災害により、自宅生活が困難になってしまった際に、地域住民が避難生活をするための場所です。
　　　　　　発災後、以前と変わらず生活ができる場合は避難はしません。（2次避難）
<観光経済課>
　神山地域から文久橋にかけての川音川土手の休憩場所については、中丸児童公園、店屋場公園、神山清水公園を休憩場所の拠点として考えて
おりますが、その他にもベンチ設置に適した箇所には、ベンチ設置に向けて県西土木事務所と協議していきます。
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　今後、松田幼稚園を認定子ども園へという話も出てくるかと思うが、そうなった場合、幼稚園をもっと広くしていく必要があると思
う。
　その際、幼稚園裏の土地について、地権者の方と話をした際、町から話があればというところまで話をされていたので、町として判
断し、しっかりと進めていただきたい。

教育課 　地権者等を確認し、庁内で調整した後に、地権者等の意見や活用について確認をいたします。
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